
←3月下旬まで使用不可

　　　 ↑
当面の間、使用不可

←京都御苑管理事務所（北側）
　通行路幅員減少（3月下旬まで）
　ただし、3/17は通行止め
　

下立売御門（東側）
通行路幅員減少（3月下旬まで）
ただし、3/18は通行止め
　↓


